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各      位 

本店所在地 東京都港区芝浦一丁目 14 番 5 号 

会社名 株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 

代表者名 代表取締役 田中茂樹 

 （コード番号 3832） 

問合せ先 取締役   松本貞子 

 （TEL. 03-5443-7489） 

 

 

控訴の提起に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 26 年 1 月 27 日付「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」で開示いたし

ました判決につきまして、当該判決を不服として、本日、控訴の提起を行いましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 控訴を提起した裁判所および年月日 

東京高等裁判所 

平成 26 年 1月 31 日 

 

２． 控訴を提起した相手方（第 1 審原告） 

(1) 名       称 フォーエブリ株式会社 

(2) 所   在   地 東京都中央区銀座六丁目 17 番 2号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 市川雄基 

 

３． 控訴の趣旨 

(1) 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。 
(2) 被控訴人の請求を棄却する。 

(3) 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人の負担とする。 

 

４．控訴提起に至った経緯 

平成 24 年 2 月 27 日付「訴訟の提起に関するお知らせ」で開示したとおり、代表取締役 田中

茂樹がフルブライト投資事業有限責任組合より借入れた 3,000 万円について、当社は保証人とな

り、その後の債務引受契約により債務者となっておりましたが、本件は、当該債権が二重譲渡さ

れ、第二譲受人であるフォーエブリ株式会社より、平成 24 年 2 月 22 日付で東京地方裁判所に貸

金返還請求訴訟として提起されたものであります。 

当社としましては、上記債権譲渡は二重譲渡であり、また第二譲受人が背信的悪意者にあたる

のではないかと考え、事実関係を明らかにすべく、主張・立証を重ねて参りました。そして、特



に本件については、債権譲渡における対抗要件具備の観点からも、第二譲受人は劣後するのでは

ないかと考え争って参りましたが、平成 26 年 1 月 27 日付「訴訟の判決及び特別損失計上に関す

るお知らせ」で開示したとおり、当社敗訴が言い渡されました。第 1 審での当該判決は、主要な

争点において原告の主張を認容するものであり、当社としましてはこれを承服できないものと考

え、本日、控訴の提起を行ったものであります。 

 

５． 今後の見通し 

  本件訴訟については、第 1 審の判決どおり確定した場合に備え、平成 25 年 11 月期連結会計年

度において、訴訟損失引当金 4,000 万円を計上しており、本控訴により当社業績に与える影響は

ありません。今後開示すべき事項が判明した場合には速やかに開示いたします。 

以 上 

 


